
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
企
業
局
長

板

東

安

彦

徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
」
を
「
巡
視
、
点
検
、
検
査
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
に

改
め
る
。

「
第
四
章

電
気
工
作
物
の
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
」
を
「
第
四
章

電
気
工
作
物
の
巡
視
、
点
検
、

検
査
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
検
査
の
実
施
」
の
下
に
「
並
び
に
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
を
加
え
、

同
条
第
一
項
中
「
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
巡
視
、
点
検
、
検
査
及
び
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

電
気
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


